
特定空家等及び管理不全空家等の認定までの流れ 

 

 ⑴ 対象物件の把握（通報、平成 28年度空家等実態調査結果より） 

 

 ⑵ １次調査【机上調査】（建築年、道路認定、地域地区などの建物概要を調査） 

 

 ⑶ ２次調査【現地調査】 

   建築指導課職員２名にて調査を実施 

 

   判定調査票による採点 

〈特定空家等〉 

特定空家等指定のボーダーライン 

《判定調査票》 

①：45％以上 ②：65％以上 

③：70％以上 ④：70％以上 

※管理不全空家等判定項目を除き調査 

上記①～④の１つ以上該当する場合 

〈管理不全空家等〉 

管理不全空家等指定のボーダーライン 

《判定調査票》 

①：45％以上 ②：65％以上 

③：70％以上 ④：70％以上 

※管理不全空家等判定項目を含め調査 

上記①～④の１つ以上該当する場合 

〈空家等〉 

適正管理に向け  

所有者等へ情報提供

や注意喚起を行う 

※管理指針を送付 

長野市空家等対策推進ワーキンググループにて協議 

〇空家等対策関係部署への地域からの相談状況等を確認 

〇判定調査票、現地写真等を用いて採点の修正有無等を確認 

  建築指導課において特定空家等及び管理不全空家等を判定 

⑷ 

⑸ 


